
様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 学習用システム（オクリンク）利用者ファイル 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 

利用目的 

クラウド上の学習用システム（オクリンク）を

利用するため 

記 録 項 目 
氏名、メールアドレス、学習情報、学籍情報、

アンケート情報 

記 録 範 囲 
高槻市立小中学校児童（小１・小２）、体験入

学を希望する者及び教職員 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 

本人、本人以外（児童生徒は教育指導課又は転

入先の学校、教職員は教職員課又は赴任先の学

校から提供を受ける） 

要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 無し 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受け付ける 

室 又 は 課 
法務ガバナンス室 

訂 正 及 び 利 用 停 止 に 

関する他の法令の規定に 

よ る 特 別 の 手 続 等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル) 
□法第６０条第２項第２号  

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に 

該当するファイル 

□有  ■無 

担 当 す る 室 又 は 課 教育政策課及び高槻市立小中学校 

備 考  

 



様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 
学習用システム（GoogleWorkspace）利用者ファ

イル 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 

利用目的 

クラウド上の学習用システム（Google 

Workspace）を利用するため 

記 録 項 目 
氏名、メールアドレス、学習情報、学籍情報、

アンケート情報 

記 録 範 囲 

高槻市立小中学校児童生徒、高槻市立小中学校

児童生徒で卒業後 11 ヶ月以内の者、体験入学を

希望する者、教職員及び教育委員会事務局職員 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 

本人、本人以外（児童生徒は教育指導課又は転

入先の学校、教職員及び教育委員会事務局職員

は教職員課、教育総務課又は赴任先の学校から

提供を受ける） 

要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 無し 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受け付ける 

室 又 は 課 
法務ガバナンス室 

訂 正 及 び 利 用 停 止 に 

関する他の法令の規定に 

よ る 特 別 の 手 続 等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル) 
□法第６０条第２項第２号  

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に 

該当するファイル 

□有  ■無 

担 当 す る 室 又 は 課 教育政策課及び高槻市立小中学校 

備 考  



様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 
学習用システム（まなびポケット）利用者ファ

イル 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 

利用目的 

クラウド上の学習用システム（まなびポケット

）を利用するため 

記 録 項 目 
氏名、メールアドレス、学習情報、学籍情報、

アンケート情報、出欠連絡情報、連絡帳情報 

記 録 範 囲 
高槻市立小中学校児童生徒、体験入学を希望す

る者及び教職員 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 

本人、本人の保護者、本人以外（児童生徒は教

育指導課又は転入先の学校、教職員は教職員課

又は赴任先の学校から提供を受ける） 

要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 無し 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受け付ける 

室 又 は 課 
法務ガバナンス室 

訂 正 及 び 利 用 停 止 に 

関する他の法令の規定に 

よ る 特 別 の 手 続 等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル) 
□法第６０条第２項第２号  

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に 

該当するファイル 

□有  ■無 

担 当 す る 室 又 は 課 教育政策課及び高槻市立小中学校 

備 考  

 



様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 学習用システム（L-Gate）利用者ファイル 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 

利用目的 

クラウド上の学習用システム（L-Gate）を利用

するため 

記 録 項 目 
氏名、メールアドレス、学習情報、学籍情報、

アンケート情報 

記 録 範 囲 
高槻市立小中学校児童生徒、体験入学を希望す

る者及び教職員 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 

本人、本人以外（児童生徒は教育指導課又は転

入先の学校、教職員は教職員課又は赴任先の学

校から提供を受ける） 

要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 無し 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受け付ける 

室 又 は 課 
法務ガバナンス室 

訂 正 及 び 利 用 停 止 に 

関する他の法令の規定に 

よ る 特 別 の 手 続 等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル) 
□法第６０条第２項第２号  

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に 

該当するファイル 

□有  ■無 

担 当 す る 室 又 は 課 教育政策課及び高槻市立小中学校 

備 考  

 



様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 学習用システム（Canva）利用者ファイル 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 

利用目的 

クラウド上の学習用システム（Canva）を利用す

るため 

記 録 項 目 氏名、メールアドレス、学習情報、学籍情報 

記 録 範 囲 
高槻市立小中学校児童生徒、体験入学を希望す

る者及び教職員 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 

本人、本人以外（児童生徒は教育指導課又は転

入先の学校、教職員は教職員課又は赴任先の学

校から提供を受ける） 

要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 無し 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受け付ける 

室 又 は 課 
法務ガバナンス室 

訂 正 及 び 利 用 停 止 に 

関する他の法令の規定に 

よ る 特 別 の 手 続 等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル) 
□法第６０条第２項第２号  

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に 

該当するファイル 

□有  ■無 

担 当 す る 室 又 は 課 教育政策課及び高槻市立小中学校 

備 考  

 



様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 学習用システム（FigJam）利用者ファイル 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 

利用目的 

クラウド上の学習用システム（FigJam）を利用

するため 

記 録 項 目 氏名、メールアドレス、学習情報、学籍情報 

記 録 範 囲 
高槻市立小中学校児童生徒、体験入学を希望す

る者及び教職員 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 

本人、本人以外（児童生徒は教育指導課又は転

入先の学校、教職員は教職員課又は赴任先の学

校から提供を受ける） 

要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 無し 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受け付ける 

室 又 は 課 
法務ガバナンス室 

訂 正 及 び 利 用 停 止 に 

関する他の法令の規定に 

よ る 特 別 の 手 続 等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル) 
□法第６０条第２項第２号  

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に 

該当するファイル 

□有  ■無 

担 当 す る 室 又 は 課 教育政策課及び高槻市立小中学校 

備 考  

 



様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 学習用システム（Padlet）利用者ファイル 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 

利用目的 

クラウド上の学習用システム（Padlet）を利用

するため 

記 録 項 目 氏名、メールアドレス、学習情報 

記 録 範 囲 
高槻市立小中学校児童生徒、体験入学を希望す

る者及び教職員 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人 

要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 無し 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受け付ける 

室 又 は 課 
法務ガバナンス室 

訂 正 及 び 利 用 停 止 に 

関する他の法令の規定に 

よ る 特 別 の 手 続 等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル) 
□法第６０条第２項第２号  

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に 

該当するファイル 

□有  ■無 

担 当 す る 室 又 は 課 教育政策課及び高槻市立小中学校 

備 考  

 



様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 学習用システム（Kahoot）利用者ファイル 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 

利用目的 

クラウド上の学習用システム（Kahoot）を利用

するため 

記 録 項 目 氏名、メールアドレス、学習情報 

記 録 範 囲 
高槻市立小中学校児童生徒、体験入学を希望す

る者及び教職員 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 本人 

要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 無し 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受け付ける 

室 又 は 課 
法務ガバナンス室 

訂 正 及 び 利 用 停 止 に 

関する他の法令の規定に 

よ る 特 別 の 手 続 等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル) 
□法第６０条第２項第２号  

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に 

該当するファイル 

□有  ■無 

担 当 す る 室 又 は 課 教育政策課及び高槻市立小中学校 

備 考  

 



様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 学習用システム（SkyMENU）利用者ファイル 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 

利用目的 

クラウド上の学習用システム（SkyMENU cloud 

device control edition）を利用するため 

記 録 項 目 氏名、メールアドレス、学習情報、学籍情報 

記 録 範 囲 
高槻市立小中学校児童生徒（小３～中３）、体

験入学を希望する者及び教職員 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 

本人、本人以外（児童生徒は教育指導課又は転

入先の学校、教職員は教職員課又は赴任先の学

校から提供を受ける） 

要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 無し 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受け付ける 

室 又 は 課 
法務ガバナンス室 

訂 正 及 び 利 用 停 止 に 

関する他の法令の規定に 

よ る 特 別 の 手 続 等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル) 
□法第６０条第２項第２号  

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に 

該当するファイル 

□有  ■無 

担 当 す る 室 又 は 課 教育政策課及び高槻市立小中学校 

備 考  

 



様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 学習用システム（i-filter）利用者ファイル 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 

利用目的 

クラウド上のセキュリティシステム（i-

filter@cloud）を利用するため 

記 録 項 目 メールアドレス、Web アクセス履歴、学習情報 

記 録 範 囲 
高槻市立小中学校児童生徒、体験入学を希望す

る者及び教職員 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 

本人、本人以外（児童生徒は教育指導課又は転

入先の学校、教職員は教職員課又は赴任先の学

校から提供を受ける） 

要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 無し 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受け付ける 

室 又 は 課 
法務ガバナンス室 

訂 正 及 び 利 用 停 止 に 

関する他の法令の規定に 

よ る 特 別 の 手 続 等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル) 
□法第６０条第２項第２号  

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に 

該当するファイル 

□有  ■無 

担 当 す る 室 又 は 課 教育政策課及び高槻市立小中学校 

備 考  

 



様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 
学習用システム（Chrome 状況管理）利用者ファ

イル 

個 人 情 報 フ ァ イ ル の 

利用目的 

クラウド上の学習環境用のアクセス管理システ

ム（Chrome 状況管理）を利用するため 

記 録 項 目 氏名、メールアドレス、Web アクセス履歴 

記 録 範 囲 
高槻市立小中学校児童生徒、体験入学を希望す

る者及び教職員 

記 録 情 報 の 収 集 方 法 

本人、本人以外（児童生徒は教育指導課又は転

入先の学校、教職員は教職員課又は赴任先の学

校から提供を受ける） 

要 配 慮 個 人 情 報 の 有 無 無し 

記録情報の経常的提供先 無し 

開示請求等を受け付ける 

室 又 は 課 
法務ガバナンス室 

訂 正 及 び 利 用 停 止 に 

関する他の法令の規定に 

よ る 特 別 の 手 続 等 

無し 

個人情報ファイルの種別 

■法第６０条第２項第１号

（電算処理ファイル) 
□法第６０条第２項第２号  

（マニュアル処理ファイル） 政令第２１条第７項に 

該当するファイル 

□有  ■無 

担 当 す る 室 又 は 課 教育政策課及び高槻市立小中学校 

備 考  

 


